
相続知識検定協会一般社団法人

｢相続診断士｣のニーズが急増！ 相続知識はいまや必須！
●身近に相談できる専門家が不足しています
既に超高齢社会を迎え、相続問題は喫緊の課題です。
相続は、法律・税務・登記だけ単体で解決できる問題ではなく、そ
の問題を俯瞰して見ることができる総合的な能力や知識が必要
なのです。
「相続診断士｣の資格を取得し｢笑顔相続の水先案内人」として
社会的役割を果たすと共にビジネスにもお役立てください｡

●相続診断士とは
相続の基本的な知識を身につけて相続診断のできる資格です。
上級相続診断士はより深い知識と実務を身に付ける事ができま
す。（現在556名）

●相続診断士は42,312名
合格者の属性は証券・銀行・保険関連が55%、不動産・建築関連
が35％・税理士・弁護士などの士業が5％
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相続知識検定協会一般社団法人（一社）相続診断協会
代表理事　小川　実
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代表理事　芳賀　則人

争う相続を無くすために

2021年6月1日現在

金融保険55％ 不動産関連35％ その他

税理士・弁護士等5％
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